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重要取組シート 

取組項目 こどもの育ちと子育てを支える環境整備 

現状・課題 

・人口減少や高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄化などを背景に、複雑化・複合化した

課題を抱える区民や子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化している。 

・困りごとを抱える子育て家庭が早期に適切な相談窓口や支援に繋がるための、切れめのない

包括的な支援体制の充実・強化が必要である。 

・子育て家庭の孤立を防ぎ、こどもが安心して学び育つためには、地域、関係機関、行政が連携

して見守り支援を行う体制の更なる充実・強化が必要である。 

取 組 の 

内  容 

こども家庭センター（子育て支援課・保健センター）が中心となり、次の取組を実施する。 

○「母子保健」と「児童福祉」の一体的な支援 

・妊婦やこどもとその家庭への一体的な支援を行うため統括支援員が中心となり、母子保健、 

児童福祉の専門的な見地から、サポートプランの調整や必要な助言を行う。 

・区役所内担当部署間で連携してこども・子育て家庭への重層的な支援を実施する。 

○子育て支援課や保健センター事業の効果的な実施と情報発信 

・子育ての悩みを共有し合える機会として、対象を絞った子育て講座や交流会を実施する。 

・転入や妊娠時面接、乳幼児健診等多くの対象者と接する機会をとらえ、子育て情報等の 

効果的な発信を行う。 

○学校との連携強化 

・定期的な学校訪問等を通じ、福祉的な支援が必要なこどもや家庭の早期把握と支援を図 

る。 

・不登校のこどもや保護者の支援。 

○地域資源の把握と連携 

・地域の子育て支援機関・支援者等地域資源の把握と共有及び活用を進める。 

・地域の子育て支援機関・支援者等の連携を深め、福祉的な支援が必要なこどもや家庭の 

早期把握と支援を図る。 

・既存の子育て支援ネットワークのほか子ども食堂ネットワーク等、こどもの支援者との連携を強 

化する。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～9 月） 

□  こども家庭センターにおけるサポートプランの調整や助言等の実施（4 月～） 

□  こども家庭センターにおける事業連携会議の開催（4 月～） 

□  保健センター事業等を利用した子育て情報の提供（4 月～） 

□  区役所関係部局間での支援検討会議の開催、支援の検討・実施（4 月～） 

□  地域資源（子ども食堂や地域ボランティア）の把握と情報交換（４月～） 

□  子育てひろばや子ども食堂等を訪問、情報共有や個別相談などの実施（4 月～） 

□  学校訪問等を行い、こどもや保護者支援のための情報共有、情報提供（6 月～） 

□  校区イベント、学校行事等での相談窓口や子育て情報の提供（6 月～） 

□  同年代の保護者のおしゃべり会（6 月～） 

□  子育て支援ネットワーク会議（交流会）の開催（７月） 

東区役所 東保健福祉総合センター 
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後期 

（～3 月） 

□  東区子ども食堂ネットワークと子育て支援に関わる関係機関との交流会（10 月） 

□  子育て支援ネットワーク会議（交流会）の開催（11 月） 

□  転入者向け子育て講座・交流会（12 月） 

□  子育て支援ネットワーク会議（全体会）の開催（3 月） 

□  不登校や学校に行きづらい子の保護者向け交流会（美原区と合同開催） 

（10～3 月） 

□  今年度の検証と次年度に向けた取組の検討（2～3 月） 

次年度 

以降 

□  今年度の取組状況を踏まえた施策の実施 
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（～3 月） 
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